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船舶事故調査報告書 

 

                             令和２年１０月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１月２７日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市黒子
く ろ こ

島北岸（平戸瀬戸） 

 平戸牛
うし

ケ首
が く び

灯台から真方位２４７°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.５′ 東経１２９°３３.８′） 

事故の概要  貨物船明栄
めいえい

丸は、南南西進中、黒子島北岸に乗り揚げた。 

 明栄丸は、船底外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 明栄丸、４９９トン 

 １３４７３０、有限会社宝洋、株式会社宝山（船舶所有者）、明港

汽船株式会社（運航者、Ａ社） 

 ７１.８９ｍ（Lr）×１２.５０ｍ×６.９５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年６月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４２年４月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和元年１２月１６日 

  免状有効期間満了日 令和７年４月２６日 

航海士 男性 ４６歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成３０年７月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年７月１３日 

  免状有効期間満了日 令和５年７月１２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に凹損、擦過傷、右舷側ビルジキールに曲損、及び球状船首

部に亀裂、凹損 

 気象・海象 (1) 気象観測値 

   本事故発生場所の南西方約２km に位置する平戸特別地域気象観

測所の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 平均 最大瞬間 
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(時:分) 風速 

(m/s) 
風向 

風速 

(m/s) 
風向 

１月２６日 

23:00 5.7 北東 12.0 北北東 

23:30 4.9 北東 10.6 東 

１月２７日 

00:00 5.1 北東 12.0 北北東 

00:30 6.6 北東 11.9 北東 

00:40 6.4 北東 15.3 北東 

00:50 7.1 北東 15.6 北東 

01:00 6.2 北東 14.1 北東 

01:30 6.5 北東 13.3 北北東 

02:00 7.8 北東 15.5 北東 

(2) 乗組員の観測値 

   気象：天気 雨、風向 北東、風力 ６～７、視程 １～２海

里（Ｍ） 

   海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 南南西

流約３ノット（kn） 

(3) 気象警報及び注意報の発表状況 

   平戸市には、１月２４日１６時１７分に波浪注意報（有義波高

２.５ｍ以上）が、１月２６日２１時３０分に暴風警報（平均風速

２０m/s 以上）がそれぞれ発表され、本事故時も継続中であっ

た。 

(4) 府県気象情報（警報・注意報に先立つ注意喚起や警報・注意報

を補足する情報）の発表状況 

   「暴風に関する長崎県気象情報第２号」 １月２６日１６時２

３分発表 

   （見出し） 

   北部、壱岐・対馬、五島の海上では、２７日明け方から夕方に

かけて暴風に警戒してください。 

   （本文） 

   東シナ海にある前線を伴った低気圧が発達しながら北東に進

み、２７日には九州付近に達する見込みです。 

   このため、北部、壱岐・対馬、五島の海上では、気圧の傾きが

大きくなり、２７日明け方から夕方にかけて北東の風が非常に強

く、しけとなるでしょう。 

   <風の予想> 

   ２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速） 

   海上 北部、壱岐・対馬、五島 ２０メートル（３０メートル) 

   <波の予想> 

   ２７日に予想される波の高さ 
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   北部、五島 ４メートル 

(5) 長崎県北部の天気予報 １月２６日１７時発表 

   今夜 北東の風 後 東の風 平戸・松浦地区では 

      北東の風 強く くもり 夜 雨 

   明日 北の風 やや強く 平戸・松浦地区では 

      北東の風 非常に強く 雨 夜 くもり 

   海 今夜 波 ２.５メートル 後 ３メートル 

     明日 波 ４メートル 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士ほか２人が乗り組み、建造中の船舶の煙突

（約５０ｔ）を積載し、令和２年１月２４日１６時１０分ごろ長崎県

長崎市長崎港に向け京浜港横浜区を出港した。 

 本船は、航海士が、操舵室中央部の舵輪の前方に立ち、ＧＰＳプロ

ッター及びレーダーを作動させて船橋当直に当たり、船長が、２７日

００時２０分ごろ平戸瀬戸北口にある広瀬北東方沖７Ｍ付近で同瀬戸

での狭水道航行に備えて昇橋し、航海士の右横に立って操船指揮に当

たり、１１～１２kn の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によ

り南西進した。 

 本船は、平戸瀬戸北口に向けて真方位約２３０°の針路で航行中、

航海士が、広瀬北東方沖１Ｍ付近で自動操舵から手動操舵に切り換え

た後、広瀬北西方沖４００ｍ付近で左に変針し、広瀬西方沖を南南西

進中、船長が、北東風及び南南西流により西方に圧流されていると思

い、航海士に左舵を取るよう指示し、航海士が、左舵を約１０°、続

いて約２０°取った。 

 本船は、針路が南方に向かないので、航海士が、坊司
ぼ う ず

瀬東方沖で左

舵を約４０°取ったところ、船首が徐々に南方～南東方を向いたが、

北東風及び南南西流により圧流されながら南南西進を続け、船長が乗

揚の危険を感じて再度左舵を取るように指示し、航海士が左舵一杯

（約７０°）としたものの、０１時００分ごろ船首が東方を向いた状

態で黒子島北岸に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃を感じて乗り揚げたことが分かり、機関を中立運転と

し、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した後、Ａ社

担当者に携帯電話で本事故発生の連絡を行った。 

 本船は、巡視艇が本事故現場に到着して警戒監視する中、船長が、

機関を後進運転としていたところ、０１時３０分ごろ波浪等により船

体が動揺した際に全速力後進で離礁し、機関及び舵を使って操船を続

けたものの、北東風及び南南西流により圧流され、０２時１０分ごろ

平戸市平戸港内の浅所に再度乗り揚げた。 

 本船は、巡視艇の乗組員により船固めが行われ、２８日１２時ごろ

Ａ社が手配したタグボートにより引き出され、応急修理を行った後、

長崎港に向かった。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、本事故当時、喫水が船首約１.９ｍ、船尾約３.３ｍで浅い

状態であった。 

 本船は、積載していた煙突の高さが台座を含めて約１１ｍで、煙突

の前後の長さ約９ｍの部分がハッチコーミングから上方に約４.５ｍ

出て、ハッチカバーの後部半分を開けており、風が船倉内に吹き込む

状態であった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 積荷の状況図（概略） 

 

 船長は、平戸瀬戸北東方沖で昇橋する前の２６日２３時４０分ご

ろ、１７７天気予報電話サービスで気象情報（注意報・警報、天気予

報等）を確認したところ、暴風警報が発表されていることには気付か

なかったものの、波浪注意報が発表され、今後、更に風が強まる旨の

予報を聞き、その時点では風速が１０m/s 以下であったので、風が強

まる前に平戸瀬戸を通過しようと思った。 

 船長は、平戸瀬戸の潮流を潮汐表で確認し、本事故当時、南南西流

の最強時（約４kn）が０２時過ぎであることを把握しており、操舵室

後部に潮流に関するメモを掲示していた。 

 航海士は、平成２８年Ａ社に入社し、平戸瀬戸の当直経験が夜間を

含めて約８回あり、本事故当時、船長から、平戸瀬戸北口では広瀬の

西北西方にある二目の浅瀬に風潮流で圧流されないように注意し、二

目及び広瀬を通過した後は左舵を取って順次変針するよう事前に指示

を受けていた。 

 船長は、本船が積荷等により風の影響を受けやすい状態となってお

り、本事故時、坊司瀬東方沖で航海士が左舵を取って船首が南東方を

向いたものの、北東風に対して船体が横向きとなり、風圧面積が大き

くなって風及び潮流により、更に圧流されたのではないかと本事故後

に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、平戸市に暴風警報及び波浪注意報が発表され、平戸瀬戸で

積載していた煙突 

約４.５ｍ 

約９ｍ 
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は風力６～７の北東風が吹いて約３kn の南南西流がある状況下、積

荷等により風の影響を受けやすい状態で長崎港に向けて航行中、船長

が、暴風警報が発表されていることを把握しておらず、平戸島西方沖

を迂
う

回せずに平戸瀬戸を航行したことから、風及び潮流により圧流さ

れて黒子島北岸に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、平戸瀬戸の手前で気象情報を確認した際、暴風警報が発表

されていることに気付いておらず、波浪注意報が発表され、今後、更

に風が強まる旨の予報であったものの、その時点では風速が１０m/s

以下であったので、風が強まる前に平戸瀬戸を通過しようと思い、平

戸島西方沖を迂回せずに同瀬戸を航行しようとしたものと考えられ

る。 

 本船は、喫水が浅かったこと、積荷がハッチコーミングから上方に

約４.５ｍ出ていたこと、及びハッチカバーの後部半分を開けた船倉

上部から風が船倉内に吹き込んでいたことから、風の影響を受けやす

い状態となっており、左舵が取られて船首が南東方を向いたものの、

北東風に対して船体が横向きとなり、風圧面積が大きくなって風及び

潮流により、更に圧流されたものと考えられる。 

原因  本事故は、平戸市に暴風警報及び波浪注意報が発表され、平戸瀬戸

では風力６～７の北東風が吹いて約３kn の南南西流がある状況下、

本船が積荷等により風の影響を受けやすい状態で長崎港に向けて航行

中、船長が、暴風警報が発表されていることを把握しておらず、平戸

島西方沖を迂回せずに平戸瀬戸を航行したため、風及び潮流により圧

流されて黒子島北岸に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、注意報及び警報を含めた気象情報を正確に把握した上、

気象、海象の状況、及び積荷の状態を勘案し、無理のない航海計

画を立てること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和２年１月２７日 

０１時００分ごろ発生） 

× 

平戸牛ケ首灯台 

広瀬灯台 

黒子島 

平戸市 

平戸港 

× 

坊司瀬 

本船 

離礁後に、再度 

乗り揚げた場所 

広瀬導流堤灯台 

平戸瀬戸 

平戸島 

長崎県 

長崎市 
長崎港 

二目 


